
 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の 

整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に 

関する省令の公布に伴う函館市の取り扱いについて 

 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する 

法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成２８年厚生労働 

省令第５３号）の公布により，平成２８年４月１日付けで指定地域密着型サービスの事業 

の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域 

密着型サービス基準」といいます。）第６３条第６項および指定地域密着型介護予防サー 

ビスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指 

定地域密着型介護予防サービス基準」といいます。）第４４条第６項が改正となりますが， 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法 

律（平成２６年法律第８３号）附則第２１条の規定に基づき，指定地域密着型サービス基 

準第６３条第６項および指定地域密着型介護予防サービス基準第４４条第６項の改正をも 

って函館市の下記の条例の規定が改正されたものとみなします。 

 

記 

 

１ 函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を 

定める条例（平成25年函館市条例第25号） 

２ 函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備および運営ならびに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例（平成25年函館市条例第28号） 

 

 

 

 



函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例新旧対照表 

現行 改正案 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第83条 （略） 第83条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準

を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，同表の右

欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準

を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，同表の右

欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

 当該指定小規模多機能 指定認知症対応型共同生活介護 介護職員   当該指定小規模多機能 指定認知症対応型共同生活介護 介護職員  

  型居宅介護事業所に中  事業所，指定地域密着型特定施      型居宅介護事業所に中  事業所，指定地域密着型特定施    

  欄に掲げる施設等のい  設，指定地域密着型介護老人福     欄に掲げる施設等のい  設，指定地域密着型介護老人福   

  ずれかが併設されてい 

る場合 

 祉施設または指定介護療養型医 

 療施設（医療法（昭和23年法律 

    ずれかが併設されてい 

る場合 

 祉施設または指定介護療養型医 

 療施設（医療法（昭和23年法律 

  

  第2 0 5号）第７条第２項第４号 

に規定する療養病床を有する診 

    第2 0 5号）第７条第２項第４号 

に規定する療養病床を有する診 

  

  療所であるものに限る。）     療所であるものに限る。）   

 当該指定小規模多機能 前項中欄に掲げる施設等，指定  看護師ま   当該指定小規模多機能 前項中欄に掲げる施設等，指定  看護師ま  

  型居宅介護事業所の同 居宅サービスの事業を行う事業  たは准看    型居宅介護事業所の同 居宅サービスの事業を行う事業  たは准看  

  一敷地内に中欄に掲げ 所，指定定期巡回・随時対応型  護師    一敷地内に中欄に掲げ 所，指定定期巡回・随時対応型  護師  

  る施設等のいずれかが 訪問介護看護事業所，指定認知      る施設等のいずれかが 訪問介護看護事業所，指定地域    

 ある場合 症対応型通所介護事業所，指定    ある場合 密着型通所介護事業所，指定認   

   介護老人福祉施設または介護老       知症対応型通所介護事業所，指    

  人保健施設      定介護老人福祉施設または介護    

       老人保健施設   

７～１３ （略）   ７～１３ （略）  

 



函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例新旧対照表 

現行 改正案 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第45条 （略） 第45条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準

を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は，同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準

を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は，同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

 当該指定介護予防小規 指定認知症対応型共同生活介護 介護職員   当該指定介護予防小規 指定認知症対応型共同生活介護 介護職員  

 模多機能型居宅介護事 事業所，指定地域密着型特定施    模多機能型居宅介護事 事業所，指定地域密着型特定施   

 業所に中欄に掲げる施 設，指定地域密着型介護老人福    業所に中欄に掲げる施 設，指定地域密着型介護老人福   

 設等のいずれかが併設 祉施設または指定介護療養型医    設等のいずれかが併設 祉施設または指定介護療養型医   

 されている場合 療施設（医療法（昭和23年法律    されている場合 療施設（医療法（昭和23年法律   

  第205号）第７条第２項第４号     第205号）第７条第２項第４号   

  に規定する療養病床を有する診     に規定する療養病床を有する診   

  療所であるものに限る。）     療所であるものに限る。）   

 当該指定介護予防小規 前項中欄に掲げる施設等，指定 看護師ま   当該指定介護予防小規 前項中欄に掲げる施設等，指定 看護師ま  

 模多機能型居宅介護事 居宅サービスの事業を行う事業 たは准看   模多機能型居宅介護事 居宅サービスの事業を行う事業 たは准看  

 業所の同一敷地内に中 所，指定定期巡回・随時対応型 護師   業所の同一敷地内に中 所，指定定期巡回・随時対応型 護師  

 欄に掲げる施設等のい 訪問介護看護事業所，指定認知    欄に掲げる施設等のい 訪問介護看護事業所，指定地域   

 ずれかがある場合 症対応型通所介護事業所，指定    ずれかがある場合 密着型通所介護事業所，指定認   

  介護老人福祉施設または介護老     知症対応型通所介護事業所，指   

  人保健施設     定介護老人福祉施設または介護   

       老人保健施設   

  

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

 


